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＜上部大会派遣要綱＞ 
 
埼玉県予選会等、チ－ム派遣要綱 
 
戸田市野球連盟規約第２０条に基づき、役員会で埼玉県主催の各大会に参加するチ－ムを

審議する。 
戸田市野球連盟運営要綱第６条の要件（連盟を代表するにふさわしいチ－ム）を満たすも

のとする。 
戸田市野球連盟主催の春季大会・会長旗杯・秋季大会などで、所定の成績を上げたチ－ム

のなかから、高松宮賜杯埼玉県予選大会などの各・県予選大会に参加する資格を付与する。 
 
1. 派遣大会  

a. 東日本軟式野球大会南部予選会。（３月）県大会（３月） 
b. 高松宮賜杯南部予選会。（４月）県大会（５月） 
c. 福永健司南部予選会。（４月）県大会（５月） 
d. 県民総合スポーツ大会。（４月） 
e. 県下選抜軟式野球大会南部予選会。（７月）県大会（８月） 
f. 南部連合会長旗杯。（１０月） 

 
２．参加費用 

各大会の参加費の内１万円を連盟が補助する。     
 
３．推薦チ－ムが出場辞退したときは、推薦枠を広げる。                          
 
 
 
 
 
 
 
平成２７年２月１日                           
平成３１年３月３１日追記 
令和３年８月１日改定 
令和４年２月１３日改定 
令和５年１２月１０日改定 
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審判員派遣要綱 
 
戸田市野球連盟に各団体、チ－ムから審判派遣の依頼があった場合は、戸田市野球連盟 
運用要綱第３条に基づき、審判部で次の要綱で実施する。 
 
１．戸田市外への派遣は原則実施しない。 
 
２．派遣費用は、一試合の派遣審判員数で決定する。基本は、一試合４審判員体制とする。 
  一試合 
  審判員 ４名  ¥１２，０００     控え審判員１名以上 
  審判員 ３名    ¥９，０００       ： 
    審判員 ２名   ¥８，０００     控え審判なし        
    主 審 １名   ¥５，０００      ： 
 
３．各審判員の精算は、控え審判員も含めて、参加試合数で計算する。 
 
４．派遣する大会の食事、駐車料金などは、依頼団体の負担とする。 

尚、現物もしくは現金精算は、協議できる。 
 

５．一大会の派遣は、大会終了まで責任を持って派遣する。 
ただ、雨天順延などの日程変更がある場合は、当該団体と協議決定する。 
 

６．依頼された大会は、試合数で当該団体と精算する。 
 
７．領収書の発行は、戸田市野球連盟 審判部として発行する。 
 
８．南稜高校野球部練習試合の派遣審判は、審判部で調整して派遣する。その際の 
  派遣費用は、高校との確認事項により、レギュラー戦一試合￥４，０００とする。 
 
 
 
平成２７年２月１日 
改定 平成２９年９月３０日 
 
 


